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この記載の必要がある事項は、平成14年の改正によって内容が変更され、二の分譲事務費、空き家等による損失を補

てんするための引当金の算出方法及び三の賃貸住宅の建設に関する修繕費、管理事務費、空き家等による損失を補てん

するための引当金等算出方法の記載がなくなっている（表３-３参照）。京都府住宅供給公社業務方法書も施行規則変更

にあわせて記載変更されて整合性をとっていることから特に問題はない。

業務方法書の記載事項変更については、今後の一般分譲住宅事業に関して販売価格設定の柔軟性を担保するものとな

るが、損失を補てんする財務的対応が公社独自にまかされることから、責務が重大となる。変更された記載内容は、住

宅供給公社としての経済的健全性を確保する上で重要な内容であることから、今後も事業展開の有無にかかわらず、業

務方法書の記載を検討することが望ましい。

２．分譲住宅事業

１）分譲住宅事業の合規性

分譲住宅事業は、当初から住宅供給公社の中心的事業であり、積立分譲住宅の供給は昭和55年まで行われてきたが、

社会状況の変化によってその後一般分譲住宅の供給のみが実施されてきた。主として金融公庫とのセットでの住宅供給

であり、公社設立以来、平成14年度までに前述した表２-２に示す積立分譲2,952戸、一般分譲2,104戸、計5,056戸を京

都府下10団地において行ってきた。

公社分譲住宅は、法的にも明確に示されているように中堅階層の勤労者に一定水準以上の住環境を公平に提供するこ

とが目的であることから、契約相手の選定方法、販売価格の設定方法、所有権の移転まで、修繕、維持管理費の設定、

損害・火災保険費用及び住宅建設の規模、内容についても住宅供給公社法施行規則等で定められている。

こうした公平性のルール、販売価格の設定、住宅供給の規模、内容に関しては、平成14年の「木津かぶと台」３期分

譲を除いて、ルールに従って実施されており、合規性には特に問題はない。平成14年度の「木津かぶと台」３期分譲に

関しては、バブル崩壊後の社会状況を受けて、土地評価が購入時（平成３年以前）より大幅ダウンする中、原価主義の

考え方に修正を加え、長期経営的視点からの判断を重視して時価適正譲渡価格が定められた。このため、事業的には大

きな損失（事業原価を約17％減額した販売価格での売出し）を計上することとなった。

「木津かぶと台」の１期、２期分譲と３期分譲との分譲価格の差は、住宅購入者に不公平感を生む問題であり、建築

工事費以外の人件費、事務費、一般管理費が上昇したことを含め、業務方法書に基づく原価主義の原則による譲渡対価

にはなっていない。しかし、近傍同種の住宅価格と均衡するよう定める（施行規則第６条）見直しの結果実施されたも

のであり、合規性においては特に問題のないものと判断できる。

２）後払金割賦払制度

平成４年に木津かぶと台85戸を分譲した際に43戸の売れ残りが発生したことから、住宅供給公社は、売れ残り対策と

して金融公庫と併用できる「後払金割賦払制度」を平成８年に創設し、運用している。この後払金割賦払制度は2,000

万円を限度に金融公庫よりも低利子の融資制度で、25年以内の返済期限とした一種の独自住宅ローンであり、木津かぶ

と台第２期に適用して、住宅販売を促進した。

現在、後払金割賦払制度の運用を受けている住宅は80戸であり、平成８年の木津かぶと台２期募集分のみである。こ

うした融資制度的な運用については、特に法的な規定はなく、「法第34条 余裕金の運用」の条項で、国債、地方債及

び国土交通大臣の指定する有価証券か銀行、郵便貯金に限定しての運用が認められている。後払金割賦払制度は、自己

の事業促進に関する制度であり、回収が確実な方式であれば特に問題はない。

平成14年度決算において、この長期割賦事業未収金が約９億270万円あり、全未収金の88.1％を占めていることから、
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回収が確実かどうかが問題となるが、制度要綱に示してある指定保証会社との保証契約締結済みにより割賦金の90％が

保証されており、保証会社が健全運営を維持するかぎり回収が確実と判断できる。これまでも割賦金未回収が発生した

時には保証会社の保証機能が有効に働いて補てんされた事例があり、現在の状況では特に問題はないと判断できる。

３）木津かぶと台第３期分譲の性能発注方式の入札について

従来の公的事業の設計及び工事発注は、一般競争入札が正規の手続きであったが、平成６年12月に建設省で出された

「公共工事の縮減に関する行動計画」において、従来の一般競争入札に変わり、提案型発注方式として設計・施工の同

時発注する性能発注方式についても経費の縮減と、より良い民間活力の活用として建設省、国土交通省が導入すること

を提言している経緯がある。

こうした新しい入札方式の提言に沿って、平成12年から計画された木津かぶと台の３期分譲住宅は、この性能発注方

式が採用された。発注選定業務は、「性能発注方式」指針（共同住宅編）に基づいて、設計条件の明確化、選定基準の

明確化、公募方式による発注の公正性、公平性、透明性を確保して平成12年９月に提案募集公告がなされ、２回の選定

委員会を経て受注業者を選定している。この発注方式の運用に関しても特に問題はなかった。なお、発注後の工事に関

しても、公社職員が常駐し、提案型設計の施工に関して工種別に29の施工要領書の作成を義務づけ、内容を承認して工

事を実施していることを確認した。

３．賃貸住宅管理事業

賃貸住宅管理事業に関しては、堀川住宅を中心に監査を行った。堀川住宅は４団地（計６棟）に分散しており、昭和

25年から昭和28年にわたって建設されており、古いものでは50年を経過している。これらの団地は、１階は店舗として

営業と生活が営まれている。

１）賃貸住宅の家賃設定

家賃設定にあたっては、地方住宅供給公社法施行規則16条（賃貸住宅の家賃）に基づき設定されている。さらに同施

行規則の16条の２では、家賃及び敷金の変更について定めている。それによると、「一 物価その他経済事情の変動に

伴い必要があると認めるとき。二 賃貸住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。三 賃貸住宅につ

いて改良を施したとき。四 賃貸住宅について家賃が著しく高くなるため、適当な時期を定めてこれを減額する必要が

あると認めるとき。」としている。

家賃の値上げは、これまで昭和36年１月、昭和55年６月、昭和61年４月、平成５年４月の過去４回にわたって実施し

ており、現在は、表３-４に示す家賃である。
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平成５年の家賃値上げは、府営住宅の家賃値上げにタイミングを合わせて行われており、公的住宅とのバランスの確

保が理由と考えられる。平成５年の家賃改定時においては、家賃の決定要素として「建設工事費の償却」「土地の利回

り及び修繕・公租公課等維持管理費」を考慮し、住宅と店舗それぞれで理論家賃を算定している。

理論家賃の算定方法は、住宅金融公庫制定の「賃貸住宅家賃算定基準」（昭和57年９月20日 住公達第13号）及び

「京都府住宅供給公社業務方法書」により算出されるが、結果として値上げ後の住宅専用住戸家賃は、表３―４に示す

ように14,900円～19,600円となり、一般的な同種家賃と比較しても非常に安い家賃の設定になっている。定められた家

賃算定方法により算出していることで問題はないが、堀川住宅の場合、建設年次や住戸面積が狭小で設備（風呂がない

等）などが古いため、相対的には安くなると考えられる。しかし、民間賃貸では維持管理費だけを考えても、２Ｋの場

合5,000円～7,000円（戸当り・月額）支出している。必ずしも諸条件が異なるため単純な比較は困難なものの、定めら

れた堀川住宅の家賃は総合的に考えても安い。（表３-５参照）

一般的に家賃設定に関して、建設費、地代、メンテナンス費用等を見込んだ家賃算定をし、住環境的に一定の水準を

維持できるようにする必要がある。堀川団地の現地踏査では、屋上防水、外壁塗装等の一部修繕はなされているが、住

宅裏の通路や住棟内の設置物等も老朽化しており住環境が悪化している。これは、日常の小規模修繕に関わる管理がな

されていないために起こることである。適切な管理が今後も継続できるように、以下の問題を指摘する。

① 現行の堀川住宅の賃貸家賃額は、狭小、老朽化している物件であることにより近傍家賃に比べ低い水準に設定

されている。家賃決定の手続きには問題はないものの、十分な安全性と住環境を維持するため、適切な管理・修

繕を行えるように家賃を含め抜本的な対策が望まれる。

② 抜本的な対策に時間を要する場合には、必要な維持・管理の費用が確保できる家賃設定について検討する必要

がある。

③ 家賃の設定は、地価の変動、市場家賃の状況等の社会状況の変化、住環境水準の変化に対応して見直す必要が
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ある。
２）家賃の徴収実態について

家賃の集金方法は、各賃借人から銀行振り込みという方法で徴収され、各賃借人ごとに振り込まれた記録がファイル

されている。

平成15年８月31日現在では、大部分の賃借人に関しては月ごとに家賃が振り込まれているが、住宅で７人、店舗で３

人、合計577,285円が未徴収となっている。うち９人は１～２ヶ月の家賃滞納だが、１名に限り５ヶ月分の家賃計

74,500円が滞納となっている。

家賃滞納者に対しては、規程等に定められている手続きに従い、「家賃支払いの督促」を行い、短期の滞納者は完納

している。しかし、１名の長期滞納者については、高齢で生活保護世帯となっていることもあり、未だ徴収されていな

い。なお、現在の長期滞納状況は、公社賃貸事業に影響を及ぼす規模にはなっていないが、長期滞納問題は、賃貸住宅

の経営を継続していくかぎり発生する問題であることから次のような点を検討する必要がある。

① 長期滞納に対しては、経営的にも他の入居者との公平性の点でも早急な解決が必要となる。入居者との合意の

上で、滞納解決計画の相談や、公的住宅への転居斡旋等を実施すべきである。

② 長期滞納者への対応ルールや、相談、支援、斡旋手順を決めるべきである

３）修繕・補修工事の発注について

過去の補修工事（外壁工事、屋上工事、鉄部工事等）は、巻末資料の団地別修繕工事実績に示す如くであり、工事発

注手続きと契約書、設計書についてチェックを行った（巻末資料表-４参照）。京都府住宅供給公社においては、250万

円以上と250万円未満で発注形態が分かれる。250万円以上では、国土交通省の指導により入札形式で落札したところに

発注する形態をとっている。250万円未満の工事については、随意契約という形態をとり、あらかじめ登録されている

業者に任意に発注している。入札に参加する業者は、京都府の登録業者から選んでいる。

随意発注の内容は、「水漏れの改修」や「個別の電気配線の修繕」、その他建物の一部修繕、緊急を要する配管系統の

突発的な小規模工事である。これらの小規模な修繕工事については、団地の近隣業者を選定して発注している。なお随

意契約する業者の見直しは、年に１度行っている。

発注形態や発注金額、数量についてのチェックの結果、定められた手続きに従っており、業者の選定、発注金額、契

約手続きに関しても特に問題はないと思われる。

４）修繕・補修工事の内容について

外壁塗装の本来の目的は、鉄筋コンクリートで建造されている建物の場合、雨水等から鉄筋を覆っているコンクリー

トに浸透させないためのものである。雨水等が鉄筋に到達すると鉄筋が腐食し、爆裂を起こし、構造強度を失うことと

なる。これは建物の外観美を失うのみならず、安全性を確保する上でも問題となる。

平成11年に一部修繕工事をした堀川住宅の出水団地１、２棟について、現地踏査を行った結果、屋上防水、外壁塗装、

内壁塗装、その他の修繕状況とも特に著しい問題はないものの、以下に示す点を指摘する。

（外壁塗装）

昭和59年に「外壁吹き替え」という名目で修繕された工事は、地上からみると比較的良好な状態であるが、屋上から

下方を見ると窓庇の上部の塗装がなされていない。（写真-Ａ）

修繕後約20年経過しており、当時の工事仕様に関する資料が検出できないため、確認できないが、今後の劣化防止を

図るためにも上記部分の防水対策を講じることが望ましい。

（配水管補修）

① 配水管の腐食は目視によるが、相当進んでいると見られ、鉄さびの褐色部分がかなりの個所で発見された（写

真-Ｂ）。
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② 配管系等の鉄さび部分は、特に水漏れ等で問題の発生しやすい部位である。水漏れ等の被害が大きくならない
事前の補修が必要である。
③ 住宅の維持補修において、こうした褐色さび配管個所で、一時的補修と見られるビニールテープによる応急跡
が発見されたが、維持管理上問題である。
④ 現状の維持管理に係わる公社の体制は、問題が発生してから修繕行為がとられる対症療法的管理であり、日常
の被害が出る前の事前点検を重視した維持管理体制に改める必要がある。

５）計画修繕について
大規模な維持補修は、巻末資料表-４に示すように、これまでさまざまな補修工事が実施されているものの、長期的
な修繕計画に基づいた計画的な修繕はない。なお、「たいあっぷ住宅」においては、特優賃促進法に基づく通達として
修繕の目安が示されているが、公社賃貸住宅としての修繕の目安は明確でない。平成15年以降については「公社賃貸住
宅計画修繕（案）」として、修繕時期、修繕項目、数量、概算の予算が盛り込まれた計画が作成されているが、従来は
こうした計画修繕はなく、担当者による補修提案により実施されてきた。これまで、特に問題となる住環境上の問題も
なく、阪神淡路大震災の際も特に被害はなかったようであるが、住環境と居住者の生命、財産を守る公的管理者として
次の問題を指摘する。
① 公的管理者として居住者の安全と住環境維持の為には長期修繕計画が必要である。
② 水漏れ、雨漏り等緊急性のある修繕から、計画的な保守・改修による予防的対応を重視する計画修繕の考え方
を定着させる。

なお、従来の大規模修繕、小規模修繕と緊急性のある補修・修繕等は、予算的な制約のある条件で結果として家賃の
値上げにあわせて実施されたり、水漏れ等の問題の発生に対応して対症療法的に行われている。「計画修繕」とは、そ
の場その場の対応ではなく適切な時期に適切な工事を実施することを事前に計画し、住環境の保全と建物の劣化を防ぐ
ために実施する修繕工事である。それぞれの部位の修繕周期を十分に調査し、計画することで「計画修繕」の意味が出
てくるものである。
なお、実施された工事に関して契約等や事務処理に関して特に問題はなかった。
６）委託管理について
維持補修工事以外の日常管理業務は、各団地の管理人に委託されている。委託内容は、「京都府住宅供給公社経営住
宅管理規程」（昭和43年４月１日）第26条の規定により、住宅等の管理を委嘱されたものが行う業務として定められ、
業務内容としては、�１家賃振込み依頼表、�２入居者台帳、�３願出・届出様式例等の簿冊を備え事務を処理することとな
っている。
管理人は、団地居住者の中から毎年選ばれ、委嘱されている。監査の結果、選定、業務の執行状況、委託費の支出等
に関しては、特に問題は発見されなかった。
７）堀川住宅の耐震診断
堀川住宅の耐震診断は、「建築物の耐震改修の促進に関する法律」（平成７年12月25日施行）に基づいて行われている。

この法律では、特定建築物に係わる措置として、①特定建築物の所有者の努力、②耐震診断及び耐震改修の指針の策定・
公表、③指導及び助言並びに指示等が明記されている。堀川団地の下立売棟は、耐震促進法で指定する特定建築物（巻
末資料表-５参照）に該当し、耐震改修の努力義務が課せられる建物である。
また、京都府の「耐震改修促進計画」を上位計画とする京都市「耐震改修促進実施計画」では、堀川住宅は、緊急輸
送道路等沿道に立地する３階以上の建物と位置づけられランクＡとしての対応が求められている。
耐震診断は、財団法人 日本建築総合試験所により、平成15年６月11日～平成15年８月31日の期間に「出水第３棟」
と「下立売団地」の２棟を対象として実施されている。
主な調査項目は、「外観目視調査」「コンクリート圧縮強度試験」「コンクリートの中性化深さ測定」「柱の鉄筋腐食度
調査」であり、調査結果において、以下の問題点が指摘されている。
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① 両建物とも、構造上問題となる変状は認められないが、下記の点を適切に補修すること。
・コンクリートのひび割れ、鉄筋の露出、仕上げモルタルの剥離等が要補修
・特に、庇、屋上パラペット、外壁での仕上げモルタルの剥離は、落下する恐れがある
② コンクリート・コアの圧縮強度（建設年代より推定したコンクリート設計強度を、135㎏／㎝2として算出）試
験の結果では、過半のサンプルにおいて設計強度を下回っている。
③ コンクリートの中性化深さは、過半数において30㎜を超え、かつ、柱主筋に対するコンクリートのかぶり厚さ
を上回り、腐食グレードⅡ（部分的な錆）に達している。このことから、鉄筋の腐食度は、今後、急速に進行し、
耐久性が損なわれる恐れがある。

以上の耐震診断調査結果によれば、堀川団地の調査対象棟については、現行の耐震基準を満たしておらず、耐震上の
構造耐力が不足していることから早急な対応が必要ということである。
しかし、この調査結果を受けるまでもなく、新耐震基準が制定された昭和56年以前の建物については、一般に耐震上
問題とされるし、ましてや、初めて鉄筋コンクリート造の耐震基準が明らかになった昭和46年以前の建物では、耐震性
が問題となるのは、技術的常識と考えられる。公社では、補強計画を概算して検討しているが、堀川団地を現状維持し
ていくか、建て替えるか等という将来計画にかかわる課題がある。昨今騒がれている東南海地震の発生や京都における
活断層の地震発生想定なども勘案すると、早急に対策が必要となり、以下の問題点を指摘したい。
① 耐震対応策は、事業計画の課題の中では最優先の課題に位置づけられるもので、早急な対応策を決定する必要
がある。
② 耐震改善や対応策が決定される前でも、避難計画や防災計画及び防災・避難対応訓練等、ソフト的な防災対策
を早急に決定する必要がある。

４．たいあっぷ住宅
１）認定申請の手続きについて
たいあっぷ住宅の建設に関しては、府に認定申請の段階で表３-６に示す認定の申請に係る添付図書が必要である。
これは、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第２条第２項及び京都府中堅勤労者向け公共賃貸住宅制
度要綱第３条に基づき作成することとが義務づけられている。
平成７年に認定審査した団地他３件を任意に抽出して監査したところ、認定申請に係る添付図書は適正なものが添付
されており、また、家賃決定に伴う事前審査においての「不動産鑑定書、その他これに類する書類」及び「周辺家賃事
例調査表」等についても、併せて審査したが、いずれも適切に処理されていた。また、平成12年以降の近年の申請物件
について確認した結果、適切な指導及び認定審査が実施されており、現在の手続き業務にも問題はない。
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２）管理委託契約について

たいあっぷ住宅に関する公社での管理業務契約には、公社と各たいあっぷ住宅団地毎のオーナーとが満室家賃の６％

にあたる委託料で管理契約を結ぶ管理委託契約と、団地ごとに公社と宅建資格を持つ地元不動産業者とが満室家賃の３

％にあたる再委託料で管理契約を結ぶ管理再委託契約がある。

管理業務は、「入居者の募集」「入居者の資格審査及び選定」「賃貸借契約の締結及び更新の手続き」「賃料の収納」

「家賃の減額に係る補助金の受領」「敷金・共益費及び駐車場等の使用料の収納」「その他付帯業務」があり、公社、オー

ナー、委託業者の三者が業務分担を明確にして管理業務を行っている（巻末資料表-６参照）。

民間管理委託業者との再委託契約状況は、表３-７に示すように27団地を13社の不動産業者が管理しており、多い管

理会社は、１社で８団地を受け持ち、１社当たり約48万円／年～約890万円／年と幅のある契約状況である。こうした

再委託管理費総額は、平成14年度総額約3,050万円となっている。

再委託契約に関する委託業者の選定については、オーナーが当該団地の日常管理を委託している地元不動産業者を推

薦し、公社はそれを尊重して、決定している。賃貸不動産の管理業務という特殊な委託業務ということを考慮しても、

公社の委託業者選定方法としては公開性、公正さについての今後の検討が必要と思われる。

再委託の管理業務については、委託業者が「家賃（敷金）変更の京都府への届け、共益費の未収金の督促、水道料の

収納、使用料の未収金の督促や私設水道メーターの検針」の管理業務を行うこととなっている。（巻末資料表-６参照）

これらの業務について監査した結果、再委託管理業者から委託している個々の業務について、「水道メーターの検診

結果報告」「未収金回収結果報告」「退去に伴う敷金精算報告」など、適切に管理業務報告がなされており、特に問題は

ない。

この管理業務については、再委託管理業者から管理実施内容や実施完了の報告を義務づけているが、今後は、管理を

一層適切に行う必要があることから、年度ごとの実績報告を提出させる等、体制の確立が必要である。また、再委託料

については、全再委託業者一律３％の定率としているが、京都府周辺の他の住宅供給公社の委託料を見ると、再委託業

務の内容等により異なる委託料となっていることから、今後は、個々の団地の管理実態を踏まえ、その状況に対応した

弾力的な再委託料の設定について検討する必要がある。
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３）事務分担体制について

「たいあっぷ住宅」事業は、平成11年度頃までは建設予算として年度当初より予算が組まれていたが、それ以降は予

算が縮小され、平成15年度に至っては予算もつけられていない状況となっている。
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これは、特優賃住宅の制度上の問題が指摘され、全国的にも空き家の発生が目立ちはじめたことから、現在、国土交
通省で制度の一部見直しが検討されていることによる。
京都府においても「たいあっぷ住宅」の空き家状況は、平成15年７月１日現在、総数27団地641戸中20団地153戸約24
％が空き家となっている。特に、空き家率の一番高い団地は、空き家率55％で賃貸経営に支障をきたしており、それに
より公社の管理委託料の滞納がでるなど問題となっている。
そのため、制度の改正（案）が出るまで府及び公社としては「たいあっぷ住宅」の新規事業を事実上中断している状
態である。
公社の「たいあっぷ住宅」認定審査業務の担当者は、上記のような事実上中断の状況の中で過去２年間ほど認定審査
業務を行っていないが、建設後年数の経過した団地等についての入居者の確保、契約家賃の改定など今日の社会・経済
情勢を反映した管理上の業務は、むしろ増えてきている。
このため、従来の認定審査を主体とした業務から管理業務を主体とした運営体制への移行を進めるなど、より一層の
効率的な業務執行体制の見直しの検討が必要である。
４）受託料滞納について
空き家の発生により全体として「たいあっぷ住宅」事業の存続が困難と考えられる中、空き家率の一番高い団地が平
成14年10月から平成15年11月までの約１年間、受託料の月額全額を滞納しており、滞納総額は約210万円にもなってい
る。そのため、公社の管理業務として滞納分の早期、回収が課題となっている。
公社としては、「たいあっぷ住宅」の規則や委託契約には、滞納に対して督促手続きの方法や罰則の規定は特に定め
ていないため、滞納者に対して強い拘束力を行使する特別な手段はない。そのため、オーナーに対して再三の督促状や
催促の電話をしたり、話し合いをもって返済計画を相談しているとのことで、公社としての現状対応としてはやむを得
ないと考えられる。
しかし、滞納がある団地に対して、公社の管理業務は通常どおり続けられていることから公社の事務経費や再委託業
者への委託料は支出されている状態にあり、この状態が今後も続くならば、未収金が増大し経営的に問題化する。
今後、他の団地においても滞納問題は起こる可能性は否定できないことから、それに備えて滞納に対する対応策や督
促・催促等のルール化を検討していく必要がある。
５．不動産資産等
１）事業収益概況
住宅供給公社は、分譲団地、分譲住宅供給が中心となる事業展開であることから、事業に先行して用地取得がなされ
る。このため、事業展開が活発な公社ほど先行用地取得が多くなる傾向があり、バブルの崩壊とともに事業化が行き詰
まった場合では、これらの先行用地が未活用または開発不可能な不良資産として残るケースがよくある。また借入金に
よって先行用地取得を行っていれば、借入金利の支払いが大きくなり、経営を圧迫する要因となり、健全経営の基盤を
ゆるがすことになる。
京都府住宅供給公社の平成14年度決算にみる事業資産明細は表３―８のように期首残高が約34億8,600万円であった
ものが、期末残高約９億8,000万円となっており、大幅に減少している。期末残高の内、約38.5％の３億7,800万円が分
譲関連の資産で、約52.9％が賃貸資産となっており、事業用土地資産は約8.6％の約8,400万円となっている。
分譲事業資産は、木津かぶと台８戸（約3,400万円／戸）と鬼の里ウッドタウンの10区画（約1,100万円／区画）の売
れ残り分が資産として計上されており、今後の販売促進が期待されるものである。賃貸資産は、昭和25年に建設した堀
川団地等の賃貸住宅の敷地分（一部借地あり）である。事業用土地は受託事業として将来の売却が約束された買戻し用
地552㎡のみである。事業資産明細及び各事業用資産状況を土地台帳と照合した結果、おおむね記載どおりであり、未
活用用地、開発予定用地の取得はなく、経営上課題となる不良資産はない。
しかし、後述する事業用に該当しない開発残地や公共移管用地等の土地資産が約13,200㎡あるにもかかわらず、土地
資産明細には記述されていない。経営資産を明確にし、財務諸表との整合を確保するためには、これらの非事業用資産
を明確にしない決算処理には問題がある。特に、この非事業用資産においても税支出や維持管理経費が少なからず支出
されていることから、経営の透明性には問題が残る。
なお、決算書「事業資産明細」の記述の不備が以下の２ヵ所確認されている。今後の決算書資産整理には不整合のな
いように改めるとともに、非事業用資産状況も明確にすべきである。
① 賃貸資産の土地規模欄の面積が「5,103㎡」と記述されているが、平成13年度決算書と異なる値となっている。
土地台帳との照合の結果、測量時の「縄延び」修正により賃貸資産が増加したことになるが、備考欄にはそのこ
とを明確にすべきである。
② 平成14年度に分譲住宅事業において、醍醐594.8㎡が売却されて収益をあげた記載がある。本来なら、事業用
資産掲載に記述されなければ整合性がとれないはずであるが、平成14年度決算の資産明細に550㎡は記載されて
いるが、残り44.8㎡については反映されていない（記載漏れ）。これは、もともと非事業用の団地内残地（端地、
市移管処理地）であった土地が居住者との交渉結果によって売却処分できたものである。不要残地を処分する住
宅供給公社の独自経営努力の良い結果であるが、決算資料や情報の透明性からは不整合となり問題である。こう
した矛盾が発生しない財務諸表づくりを今後すべきである。


